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敷地境界線 
（非公共用空地の場合） 

第４章 解説図集 
 

図１ 後退距離の例（１０ﾍﾟｰｼﾞ関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※突出しバルコニーについては，道路，公園，広場その他の公共の用に供する空地（公共用空  

地）から見えない位置に設ける場合につき，設置可能です。 

 

 

図２ 後退距離に関する不整形敷地特例の例（１０ﾍﾟｰｼﾞ関係） 
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 この形状の敷地は，不整形敷地には当

たりませんが，敷地のいわゆるすみ切り

部分に，建築物の一部が突出する場合に

は，不整形敷地特例を適用して，後退距

離を緩和することがあります。

道路境界線 

後退距離 

突出しバルコニー等※ 600 ㎜以内 
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図３ 共通デザイン基準のイメージ図（１７ﾍﾟｰｼﾞ関係） 

 
 

図４ 屋根の形状（１７ﾍﾟｰｼﾞ関係） 

※まねき屋根とは，棟から一方の軒先までの最短の水平距離が他方の軒先までの最短の水平距離の

概ね４分の１以下のものとします。 
 
 

屋根：いぶし銀の桟瓦等

10 
3～4.5 

600 以上 

開口部枠：濃茶色等

外壁の仕上げ：土壁，しっくい塗り，焼杉板張り，砂壁状吹付け 
外壁の色彩：灰色又は薄茶色系統(しっくい塗り，焼杉板張りを除く。) 

認められるもの 不適切なもの 

片流れ屋根 のこぎり屋根 まねき屋根※

ドーム 腰折れ屋根 かまぼこ屋根

ひさし状パラペット 陸屋根 

切り妻屋根 寄せ棟屋根 

入り母屋屋根 

屋

根

形

状


